
★意見提出期間が３０日未満となった理由

実施結果の
公表予定日

令和８年３月３１日　（火）

政策等の案の
関係資料

策定根拠と
なる法令等

食品ロスの削減の推進に関する法律（令和元年法律第19号）第13条第１項

食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針（令和２年３月31日閣議決定）

愛媛県食品ロス削減推進計画

市民意見公募手続の実施事案について

所管課名 環境部　環境・ゼロカーボンシティ推進課　まつやまRe・再来館 

実施事案名 松山市食品ロス削減推進計画（案）

政策等を策定
する趣旨、
目的及び背景

　本計画は、食品ロスの削減の推進に関する法律（令和元年法律第19号）に基づき、令和3
年度に策定したものであり、食品ロスの削減目標や基本的な方針のほか、市民、事業者及び
市の各主体が果たすべき役割や具体的な取組を定めています。
　国の「食品ロス削減の推進に関する基本的な方針」が令和7年3月25日に改定され、新た
な目標設定や取組内容の拡充等がなされました。
　そこで、物価高騰や食品流通等でのAI技術やDX（デジタルトランスフォーメーション）の普
及など、社会情勢の変化が考慮された本改定を受け、本市でも本計画の見直しを実施するも
のです。


